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河村建夫委員長 　学校法人森友学園に係る国有地の貸付契約及び売買契約の決裁文書の書き換え

に関するさまざまな問題提起がなされております。そこでお尋ねいたします。理

財局長在任時の国会答弁等の対応によって国会審議に無用の混乱を生じさせたこ

と、及び行政の信頼を失墜させたことについて、どのように考えているかお答え

ください。

佐川宣寿証人 　今回の決裁文書の書き換え問題によりまして、国会にこのような大きな混乱を

招き、国民の皆さまに行政の信頼を揺るがすような事態を招いてしまったことに

つきまして、誠に申し訳なく思っております。当時の担当局長として、責任はひ

とえに私にございます。深くおわび申し上げます。

河村建夫委員長
　当該国有地の貸付契約及び売買契約に関する決裁文書の書き換えの経緯及び、

佐川証人の関与の有無についてお答えください。

佐川宣寿証人 　今の委員長のご質問につきましては、私自身が現在、告発を受けておる身でご

ざいまして、今回の決裁文書の書き換えにつきましても、それが捜査の対象にな

っていると考えられます。従いまして、私自身、刑事訴追のおそれがありますの

で、この答弁は控えさせていただきたいと思います。

河村建夫委員長 　決裁文書の書き換えが行われた理由についてお答えください。

佐川宣寿証人 　決裁文書の書き換えられた理由につきましても、決裁文書の書き換えられた経

緯に関わる話でございまして、その点につきましても、刑事訴追のおそれがあり

ますので、ご答弁は差し控えさせていただきます。

	

衆議院予算委員会における佐川証人の証言

日時　平成30年３月27日（火）午後２時〜

場所：衆議院予算委員会室

質問者：河村建夫衆議院予算委員長


